
11月 3日・文化の日
23日・勤労感謝の日

（霜月） November

年金の時効が話題になりましたが、税金にも時効があり、国に対
する還付金等の請求権は、請求することができる日から5年間行使し
ないと時効により消滅します。逆に、国側も法定納期限から5年間行
使しないと国税の徴収権は消滅します。ただし、更正・決定や督促
等をした場合には、徴収権の時効が中断されます。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／10月分源泉所得税の納付
11月12日

国　税／所得税予定納税額の減額申
請 11月15日

国　税／所得税予定納税額第2期分
の納付 11月30日

国　税／9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）11月30日

国　税／12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合）11月30日

国　税／3月決算法人の中間申告
11月30日

国　税／個人事業者の消費税等の中間
申告（年3回の場合）11月30日

地方税／個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日

労　務／労働保険料第3期分の納付
11月30日

（労働保険事務組合委託の　　
場合12月14日まで）
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短
時
間
労
働
者
均
衡
待
遇
推
進
等
助

成
金
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
や
る
気

を
引
き
出
し
、
企
業
の
活
性
化
に
つ
な

げ
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
創
設
さ
れ
た

も
の
で
、
a

正
社
員
と
共
通
の
処
遇
制

度
の
導
入
、
s

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
能

力
・
職
務
に
応
じ
た
処
遇
制
度
の
導
入
、

d

正
社
員
へ
の
転
換
制
度
の
導
入
、
f

短
時
間
正
社
員
制
度
の
導
入
、
g

教
育

訓
練
制
度
の
導
入
、
h

健
康
診
断
制
度

の
導
入
と
い
っ
た
均
衡
待
遇
に
向
け
た

取
組
に
努
め
る
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
た
事
業
主
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

イ

労
働
保
険
の
適
用
事
業
主
で
あ
る

こ
と
。

ロ

平
成
十
九
年
七
月
一
日
以
降
に
新

た
に
制
度
を
設
け
、
就
業
規
則
や
労

働
協
約
に
規
定
し
、
二
年
以
内
に
対

象
者
が
出
る
こ
と
。

ハ
　
正
社
員
が
い
る
こ
と
。

ニ
　
h
以
外
は
、
対
象
パ
ー
ト
タ
イ
マ

ー
の
二
分
の
一
以
上
が
、
雇
用
保

険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
。

本
助
成
金
の
支
給
対
象
と
支
給
額
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

(1)
正
社
員
と
共
通
の
処
遇
制
度
を
導
入

す
る
場
合

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
仕
事
や
能
力
に

応
じ
た
処
遇
に
つ
い
て
、
正
社
員
と
共

通
の
評
価
・
資
格
制
度
を
職
能
給
（
職

務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
者

の
能
力
（
職
務
遂
行
能
力
）
を
基
準
に

し
て
決
定
さ
れ
た
賃
金
）
や
職
務
給

（
当
該
職
務
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
知

識
、
熟
練
、
努
力
、
責
任
の
度
合
い
な

ど
の
職
務
の
困
難
度
と
重
要
度
を
要
素

と
し
て
、
職
務
の
相
対
的
価
値
を
評
価

し
、
そ
れ
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
た
賃
金
）

に
基
づ
き
就
業
規
則
な
ど
に
規
定
す
る

な
ど
し
て
、
客
観
的
な
基
準
・
手
続
き

に
よ
り
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

わ
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
要
件
で
す
。

そ
の
上
で
、
実
際
に
格
付
け
（
三
段

階
以
上
あ
る
こ
と
）
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
が
一
名
以
上
出
た
と
き
に
本
助

成
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
　
。

な
お
、
a
と
s
は
両
方
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(2)
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
能
力
・
職
務
に

応
じ
た
処
遇
制
度
を
導
入
す
る
場
合

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
仕
事
や
能
力
に

応
じ
た
評
価
・
資
格
制
度
を
職
務
や
職

能
に
基
づ
い
て
格
付
け
し
、
そ
れ
を
就

業
規
則
な
ど
に
規
定
す
る
な
ど
し
て
客

観
的
な
基
準
・
手
続
き
に
よ
り
行
っ
て

い
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
そ
の
上
で
実

際
に
格
付
け
（
三
段
階
以
上
あ
る
こ
と
）

さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
一
名
以
上

出
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
a
、
s
と
も
に
職
能
・
職
務

資
格
等
級
の
基
準
や
昇
格
・
降
格
に
つ

い
て
は
、
職
能
等
級
規
程
、
職
務
等
級

規
程
な
ど
に
規
定
し
、
賃
金
、
人
事
考

課
（
昇
給
、
降
給
）
に
関
し
て
は
賃
金

規
程
等
に
定
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(3)
正
社
員
へ
の
転
換
制
度
を
導
入
す

る
場
合

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
か
ら
直
接
正
社
員

へ
転
換
す
る
制
度
を
設
け
る
場
合
と
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
か
ら
フ
ル
タ
イ
ム
有
期

契
約
社
員
を
経
て
正
社
員
へ
転
換
す
る

二
つ
の
方
法
が
あ
り
、
と
も
に
制
度
導

入
後
二
年
以
内
に
実
際
に
転
換
者
が
一

名
以
上
出
る
こ
と
が
要
件
で
す
。

後
者
の
場
合
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
か

ら
フ
ル
タ
イ
ム
有
期
契
約
社
員
へ
の
転

換
制
度
、
フ
ル
タ
イ
ム
有
期
契
約
社
員

か
ら
正
社
員
へ
の
転
換
制
度
と
い
う
よ

う
に
片
方
だ
け
で
は
支
給
対
象
と
は
な

り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
転
換
後
正
社
員

に
な
る
こ
と
が
要
件
で
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
制
度
が
機
能
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
社

短
時
間
労
働
者 

均
衡
待
遇
推
進
等
助
成
金

事
業
主
向
け 
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内
報
な
ど
を
添
付
資
料
と
し
て
求
め
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

(4)
短
時
間
正
社
員
制
度
を
導
入
す
る

場
合

短
時
間
正
社
員
制
度
（
雇
用
契
約
期

間
の
定
め
の
な
い
も
の
に
限
る
）
を
導

入
す
る
た
め
に
は
、
新
た
に
「
短
時
間

正
社
員
就
業
規
則
」
を
作
成
す
る
か
、

ま
た
は
「
正
社
員
就
業
規
則
」
の
中
に

「
短
時
間
正
社
員
」
の
規
定
を
新
た
に
設

け
て
、
短
時
間
正
社
員
の
労
働
条
件
を

明
確
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
設
け
た
上
で
、
実
際
に
短
時

間
正
社
員
が
一
名
以
上
出
た
と
き
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

本
助
成
金
に
係
る
短
時
間
正
社
員
へ

の
転
換
理
由
は
、
自
己
啓
発
や
社
会
活

動
へ
の
参
画
を
希
望
す
る
場
合
な
ど
に

限
定
さ
れ
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
正
社

員
か
ら
の
転
換
、
本
人
の
希
望
に
よ
り

フ
ル
タ
イ
ム
有
期
契
約
社
員
や
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
か
ら
の
転
換
な
ど
と
明
示
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
就
業
規
則
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、「
短
時
間
正
社
員
」
と
は
、

次
の
要
件
を
満
た
し
た
人
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。

イ

正
社
員
と
比
較
し
て
一
週
間
の
所

定
労
働
時
間
が
一
割
以
上
短
い
こ
と
。

ロ

労
働
時
間
以
外
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
正
社
員
と
同
様
の
処
遇
を
行
う

こ
と
（
就
業
規
則
等
に
そ
の
旨
を
明

示
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
）。

ハ

期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
を

結
ん
で
い
る
こ
と
。

ニ

時
間
当
た
り
の
基
本
給
が
、
同
種

の
業
務
に
従
事
す
る
正
社
員
と
　
同

等
以
上
で
あ
る
こ
と
（
支
給
申
請
の

際
に
は
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
で
き

る
正
社
員
用
、
短
時
間
正
社
員
用
の

賃
金
規
程
・
賃
金
表
な
ど
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

な
お
、
正
社
員
か
ら
短
時
間
正
社
員

に
転
換
し
た
社
員
が
、
再
び
正
社
員
に

な
る
場
合
は
、
原
職
ま
た
は
原
職
相
当

職
に
復
帰
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

原
職
と
は
、
短
時
間
正
社
員
制
度
の

適
用
者
が
、
制
度
適
用
前
に
就
い
て
い

た
部
署
、
職
務
の
こ
と
を
い
い
、
原
職

相
当
職
と
は
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
場
合
を
い
い
ま
す
。

イ

制
度
適
用
後
の
職
制
上
の
地
位
が
、

適
用
前
よ
り
下
回
っ
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

制
度
適
用
前
後
の
職
務
内
容
が
異

な
っ
て
い
な
い
こ
と
。

ハ

制
度
適
用
前
後
と
も
に
、
原
則
と

し
て
同
一
事
業
所
に
勤
務
し
て
い
る

こ
と
。

(5)
教
育
訓
練
制
度
を
導
入
す
る
場
合

正
社
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
教
育

訓
練
制
度
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
、

時
間
な
ど
が
正
社
員
の
も
の
と
同
様
で
、

Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
は
な
い
こ
と
）
を
設
け
、
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
延
べ
三
〇
名
以
上

（
同
一
人
が
複
数
回
受
講
し
た
場
合
は
、

延
人
数
と
し
て
計
上
で
き
ま
す
が
、
同

一
内
容
の
訓
練
を
同
一
人
が
複
数
回
受

け
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
）

実
施
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ

の
場
合
、
教
育
訓
練
に
要
す
る
費
用
は

会
社
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
旨

を
明
記
し
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

(6)
健
康
診
断
制
度
を
導
入
す
る
場
合

a
〜
g
の
い
ず
れ
か
の
助
成
金
を
受

給
し
た
事
業
主
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

の
健
康
診
断
（
雇
入
時
健
康
診
断
、
定

期
健
康
診
断
、
人
間
ド
ッ
ク
、
生
活
習

慣
病
予
防
検
診
）
の
制
度
を
設
け
た
上

で
、
受
診
者
が
一
名
以
上
出
た
と
き
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
助
成
金
は
、
た
と
え
ば
正
社
員

に
雇
入
時
健
康
診
断
を
実
施
し
て
い
な

い
事
業
所
で
あ
っ
て
も
、
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
正

社
員
の
四
分
の
三
未
満
）
だ
け
に
は
実

施
し
な
け
れ
ば
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で

注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

支
給
額
・
申
請
方
法

支
給
額
は
左
表
の
と
お
り
で
、
平
成

十
九
年
七
月
一
日
以
降
に
新
た
に
制
度

を
設
け
て
か
ら
二
年
以
内
に
対
象
者
が

出
た
場
合
に
第
一
回
目
が
、
第
一
回
目

の
対
象
者
が
出
て
六
ヵ
月
後
に
、
そ
の

対
象
者
が
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る

場
合
に
第
二
回
目
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
申
請
期
間
は
、
第
一
回
目
は
対
象

者
が
出
て
か
ら
三
ヵ
月
以
内
、
第
二
回

目
は
、
第
一
回
目
の
対
象
者
が
出
た
日

か
ら
六
ヵ
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
三
ヵ

月
以
内
で
す
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
21
世
紀
職

業
財
団
地
方
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。（1）の場合 

（2）の場合 

（3）の場合 

（4）の場合 

（5）の場合 

（6）の場合 

第１回 第２回 

25万円 

15万円 

15万円 

15万円 

15万円 

15万円 

25万円 

15万円 

15万円 

15万円 

15万円 

15万円 
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特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
額

の
算
定
方
法
が
、
定
率
制
か
ら
定
額
制

に
変
わ
り
ま
し
た
。

従
来
は
雇
入
れ
日
の
属
す
る
年
度
の

前
年
度
に
係
る
確
定
保
険
料
の
算
定
の

基
礎
と
な
っ
た
賃
金
総
額
か
ら
一
人
当

た
り
の
賃
金
額
を
求
め
、
六
カ
月
間
に

支
払
わ
れ
た
賃
金
相
当
額
と
し
て
算
定

さ
れ
る
額
に
、
雇
用
し
た
対
象
労
働
者

の
区
分
毎
に
定
め
ら
れ
た
助
成
率
を
掛

け
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
し
た
が
、
本
年

十
月
一
日
以
降
の
雇
入
れ
に
つ
い
て

は
、
定
額
制
に
な
り
ま
し
た
。

a

短
時
間
労
働
者
の
雇
入
れ

中
小
企
業
…
…
…
…
四
〇
万
円

大
企
業
…
…
…
…
…
三
〇
万
円

s

a
以
外
の
労
働
者
の
雇
入
れ

中
小
企
業
…
…
…
…
六
〇
万
円

大
企
業
…
…
…
…
…
五
〇
万
円

d

重
度
障
害
者
等
の
雇
入
れ

中
小
企
業
…
…
…
…
一
二
〇
万
円

大
企
業
…
…
…
…
…
一
〇
〇
万
円

地域雇用開発助成金が創設

地域雇用開発促進助成金が廃止されて、地

域雇用開発助成金として、①雇用開発奨励金、

②中核人材活用奨励金、③沖縄若年者雇用促

進奨励金が創設され、実施されています。

本助成金は、雇用機会が特に不足している

雇用開発促進地域等の雇用構造の改善を図る

ため、その地域に居住する求職者等を雇い入

れることに伴い、事業所を設置・整備する事

業主に対して支給されるものです。

①　雇用開発奨励金
同意雇用開発促進地域に事業所を設置・整

備（費用の合計額が300万円以上であること）

して、その地域に居住する求職者等を継続し

て雇用する労働者として３人（創業は２人）

以上雇い入れた事業主に支給されます。なお、

過疎雇用改善地域を過疎等雇用改善地域に改

め、地理的条件により雇用機会が著しく不足

するおそれのある地域がその対象に追加され

ました。

支給額は、対象労働者の数及び設置・整備

に要した費用に応じて30万円から1,250万円

で、１年毎に３回支給されます。

②　中核人材活用奨励金等
同意雇用開発促進地域に所在する事業所に

中核人材労働者（５人まで）を受け入れ、そ

れに伴い受け入れた中核人材労働者の２倍以

上のその地域に居住する求職者を継続して雇

い入れる事業主に支給されます。

支給額は中核人材労働者１人当たり100万

円（中小企業は140万円）で、２回に分けて

半年ごとに支給されます。

③　沖縄若年者雇用促進奨励金
沖縄県の区域内において事業所の施設や設

備を新設、購入、賃借して起業または事業を

拡大し、30歳未満の同県の区域内に居住する

求職者を常用労働者として雇い入れた事業主

に支給されます（30事業所が限度）。

なお、本助成金は地域が限定されています

ので、申請にあたっては、まず都道府県労働

局にお問い合わせ下さい。
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夫が亡くなり、遺族厚生年金のみを受給し
ている妻（夫死亡当時38歳）が元の姓に戻
った場合であっても、遺族厚生年金は引き続
き支給されます。遺族厚生年金の受給権が消
滅するのは、妻が次のいずれかに該当した場
合です。
①　死亡したとき。
②　婚姻（事実婚を含む）をしたとき。
③ 直系血族及び直系姻族以外の人の養子
（届出をしていないが、事実上養子縁組関
係と同様の事情にある人を含む）となった
とき。
④ 離縁（養子縁組関係の終了のみをいう）
によって、死亡した被保険者又は被保険者
であった人との親族関係が終了したとき。
⑤ 受給権取得時に30歳未満の妻が受給権
取得後５年経過したとき。
したがって、④のとおり婚姻前の姓に戻す

意思表示をしただけではその権利は消滅しま
せん。

遺族厚生年金の受給権者が
復姓したとき


